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AI事業者ガイドラインの
令和６年度更新内容

総務省
経済産業省

(令和7年3月7日・17日)

【資料3】



2

Agenda

0. AI事業者ガイドライン更新の背景
1. AI事業者ガイドラインの令和６年度の更新論点と更新方針
2. 令和６年度の更新内容
 2-1. AIによるリスクの洗い出し・分類
 2-2. AIの契約に関する留意事項
 2-3. 生成AIに関する記載の追加
 2-4. AIガバナンスに関する事例の充実
 2-5. AIガバナンスの動向等の反映
 2-6. 特定単語の整理・見直し
 2-7. その他



3

• 令和6年4月に「AI事業者ガイドライン（第1.0版）」を策定・公表した後、同年11月に時点更新
• AIネットワーク社会推進会議・AIガバナンス検討会（総務省）、AI事業者ガイドライン検討会（経産省）
の構成員の皆様よりいただいた御意見や、昨年末に行った両検討会における御意見のほか、事業者へのア
ンケート・ヒアリング、その他動向調査等を通じて、AI事業者ガイドラインの更新点となりうるポイントを抽出

• これらを踏まえ、令和６年度は次ページ記載の論点について更新（その他の論点は次年度以降に検討予定）

0. AI事業者ガイドライン更新の背景

• 生成AIの技術発展や社会浸透により、AIリスクの顕在
化事例の増加や新たに考慮すべきリスク(社会変容等)
が現れる中、ガイドライン上において、AIリスクのアップ
デートをしてはどうか

• マルチモーダルAIの観点が不十分

• RAG導入が増えているため、RAG導入についてガイドラ
インでも言及すべき

• 最新の動向であるAIエージェントについて記載すべき

• 大企業であっても生成AIの利用は始まったばかりであり、
想定されるリスクの理解やガバナンス構築に向けて必要
な対応の理解が難しい。リスクベースアプローチの具体
的対応事例の記載を増やしてはどうか

• 中小企業・スタートアップの事例が少ないため、企業規模
に応じた事例があるとよい

• 生成AIについての責任分界の明確化が必要

構成員/委員の皆様からの主な御意見

•国内の有識者会議や、国際動向等について調査
を実施
AI戦略会議・AI制度研究会
文化庁「AIと著作権に関する考え方について」
広島AIプロセス 等

その他動向調査等

事業者へのアンケート・ヒアリング
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1. AI事業者ガイドラインの令和6年度の更新論点と更新方針

• 構成員・委員・事業者等からのご意見を踏まえ、令和６年度の更新の論点と更新方針を以下に整理

# 更新論点 主なご意見 更新方針
1 AIによるリスクの洗い出し・分類

総務省検討会
リスクの追加・分類・マッピング
 AIによる新たなリスク 及び リスクを網羅的に参照する上でのリスク分類を追加
 リスク分類案とガイドラインの「共通の指針」とのマッピングを追加

2 AIの契約に関する留意事項
経産省検討会

開発、提供、利用における契約に関して留意すべき事項の記載
 「契約モデルや契約当事者の多様化」に関する記載を充実化
 「開発者・提供者・利用者の間における責任分界」に関する記載を充実化

3 生成AIに関する記載の追加

両検討会

生成AIに関する新たなリスクや留意点の記載
 マルチモーダルな生成AIに関する記載を追加
 RAG導入に関する記載を追加
 プログラムコード生成に関する記載を追加
 AIエージェントに関する記載を追加

4 AIガバナンスに関する事例の充実
両検討会
事業者

AIガバナンスの取組事例の充実化
 「リスクベース・アプローチ」を実施する上で考慮すべき点を追加
 「グローバルなAIガバナンスを構築している企業」「中小・スタートアップ企業」「地方自治体」の
事例を追加

 AIガバナンスを構築する上での事業者の「人材不足」の課題を追加
5 AIガバナンスの動向等の反映

両検討会
AIガバナンスに関する国内外の最新動向を追記
 AI制度研究会等、国内動向において注視するべき最新状況を追記
 広島AIプロセスの動向等、国際的な動向において注視するべき最新状況を追記

6 特定単語の整理・見直し
両検討会

AIガバナンスにおいて重要な単語の定義や表現の見直し
 「バイアス」の定義や表現の見直し
 「透明性」の定義や表現の見直し
 「多様性」「包摂性」に関する表現の揺れを修正

７ その他
両検討会

UIの改善
 目次から該当ページへのリンク

令和6年度更新論点及び更新方針 一覧 総務省検討会：AIネットワーク社会推進会議・AIガバナンス検討会
経産省検討会：AI事業者ガイドライン検討会
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1. AI事業者ガイドラインの令和6年度の更新箇所の概要

• 構成員・委員・事業者のご意見や調査結果等を踏まえ、更新箇所は以下のとおり

主体
共通 第2部

AIにより目
指すべき社
会と各主体
が取り組む
事項

第1部 AIとは

本編（why, what）

1. 第1部関連
[AIについて]

2. 第2部関連
[E.AIガバナンスの構築]

A. AIに関する前提
B. AIによる便益/リスク

A. 経営層によるAIガバナンスの構築
とモニタリング

B. AIガバナンスの事業者取組事例

別添（付属資料）(how)

6. 「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」を参照する際
の主な留意事項について

7. チェックリスト
8. 主体横断的な仮想事例
9. 海外ガイドラインとの比較表

主体別

第3部 AI開発者に
関する事項

第4部 AI提供者に
関する事項

第5部 AI利用者に
関する事項

3. 第3部関連
[AI開発者向け]

4. 第4部関連
[AI提供者向け]

5. 第5部関連
[AI利用者向け]

A. 「第3部 AI開発者に関する事
項」の解説

B. 「第2部」の「共通の指針」の解説
C. 高度なAIシステムの開発にあたっ

て遵守すべき事項
A. 「第4部 AI提供者に関する事

項」の解説
B. 「第2部」の「共通の指針」の解説
A. 「第5部 AI利用者に関する事

項」の解説
B. 「第2部」の「共通の指針」の解説

A.「基本理念」
B.「原則」
C.「共通の指針」
D.「高度なAIシステムに関す
る事業者に共通の指針」
E.「AIガバナンスの構築」

※「高度なAIシステムを開発す
る組織向けの広島プロセス国際
行動規範」における追加的な
記載事項 も含む

AIの契約に関する留意事
項

2

リスクの追加・分類・マッピ
ング

AIガバナンスに関する事
例の充実

AIガバナンスに関する
事例の充実
（AIガバナンス人材
に関する記載の追
記）

AIガバナンスに関する事
例の充実

4

その他
参考資料

令和６年度の更新の論点と更新箇所 対応表 AIガバナンスの動向等
の反映

5 特定単語の整理・見
直し

生成AIに関する記載
の追加

63
全体に関わる更新

4
4

１
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2. 令和６年度の更新内容

• 事業者がAIリスクを把握・対応しやすくなるように、「AIによるリスク」の記載を整理・拡充する

【更新内容】
① リスク事例
今後顕在化する可能性のある過度な依存、労働者の失業、
データや利益の集中など、現状のガイドラインでカバーされて
いないリスク例の記載を追加

② リスクの分類
AIのリスクを技術的リスクと社会的リスクに大別。さらに、技
術的リスクは「学習及び入力段階」「出力段階」「事後対応
段階」に、社会的リスクは「倫理・法」「経済」「情報空間」
「環境」の4つに分類

③ リスクと対策
分類した各リスクを事業者における具体対策の検討に結び
付けるべく、リスクに対応する共通の指針と、事業者における
対策の例を記載

【更新箇所】
別添1. B.AIによる便益／リスク

【更新内容の詳細】
①リスク事例

2-1. AIによるリスクの洗い出し・分類

※主たる更新箇所を抜粋して表示
…

…
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2. 令和６年度の更新内容
【更新内容の詳細】
②リスクの分類

2-1. AIによるリスクの洗い出し・分類
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2. 令和６年度の更新内容 2-1. AIによるリスクの洗い出し・分類

※「技術的リスク」を抜粋して表示
【更新内容の詳細】
③リスクと対策
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2. 令和６年度の更新内容

• AI技術を用いたサービスが普及し、契約類型が多様化する中で、典型的な契約類型を整理するととも
に、経済産業省にて令和7年2月に公開した「AIの利用・開発に関する契約チェックリスト」を紹介する

【更新内容】
① 契約類型が多様化した背景
AI技術を用いたサービスが普及する中で契約類型が多様化
した状況について、具体的な契約場面例を追記する

② 契約類型
AIの利用開発に関する典型的な３類型（汎用的AIサービ
ス利用型、カスタマイズ型、新規開発型）を追記する

③ 市場環境の変化に応じた留意点
経済産業省「AIの利用・開発に関する契約チェックリスト」
（2025年2月公表）を参照する旨追記

今後、契約当事者が増加し更に契約関係が重層的になる
可能性や、新たな契約類型が生じる可能性があることを示す

【更新箇所】
別添6.「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」を参照す
る際の主な留意事項について
(1)AIの開発と利用の概念について

【更新内容の詳細】
①契約類型が多様化した背景

2-2. AIの契約に関する留意事項

②③の【更新内容の詳細】は次項に記載
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2. 令和６年度の更新内容

【更新内容の詳細】
②契約類型

2-2. AIの契約に関する留意事項

【更新内容の詳細】
③市場環境の変化に応じた留意点

（前項の【更新内容】 ②③に対応）
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2. 令和６年度の更新内容

• 責任分界の明確化が求められる背景や、事故発生リスクとの関係で契約上留意するべき事項につい
て追記する

【更新内容の詳細】
①責任分界の明確化が求められる背景
②新たな類型のリスクについての対応策

2-2. AIの契約に関する留意事項

【更新内容】
① 責任分界の明確化が求められる背景
事故発生時にどの主体がどのような責任を負うかについて明確
な基準はなく、事業者としてリスクシナリオを描けずに、AI導入
を断念・躊躇する場合もあることを示す

② 新たな類型のリスクについての対応策
関係当事者間で協調的にリスクを分配することが重要であるこ
とや、損害保険等の保険の活用が有用なケースもあり得ること
を示す

③ 事故発生リスクとの関係で契約上の留意が有益な事項
契約当時には想定していなかった事故が生じる可能性や、周
辺環境の変化を踏まえて契約内容の見直しを行うことの重要
性を示す

透明性を確保することが求められる一方、セキュリティや競争力
の低下リスクへの配慮も必要であることを示す

【更新箇所】
別添6.「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」を参照する
際の主な留意事項について
(3)AIの開発・提供・利用とアカウンタビリティについて

③の【更新内容の詳細】は次項に記載
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2. 令和６年度の更新内容

【更新内容の詳細】
③事故発生リスクとの関係で契約上の留意が有益な事項

2-2. AIの契約に関する留意事項

（前項の【更新内容】 ③に対応）
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2. 令和６年度の更新内容

• 生成AIに関する技術の進歩や事業者における導入の進展を踏まえ、マルチモーダルな生成AI、RAG、
プログラムコードの生成等に関する記載を拡充する

【更新内容】
① 生成AIによる便益を追加
 「生成AIによる可能性」として、マルチモーダルな生成AI、

RAG、プログラムコードの生成、AIエージェントによるリスクの
低減やAIそのものの活用範囲の拡大といった便益に関する記
載を追加

② 生成AIによるリスクを追加
環境への負荷、生成物による知的財産権の侵害の可能性と
いった生成AIの特徴を踏まえ、本編「共通の指針」の「人間中
心」「安全性」等における記載を拡充

③ 生成AIに関して配慮すべき事項を追加
各主体向けに、マルチモーダルな生成AIやRAG、プログラム
コードの生成時に配慮すべき事項（RAGにおける参照データ
の適切な取扱いなど）を整理し記載を追加

【主な更新箇所】
①別添1. B.AIによる便益／リスク
②本編第2部 C.共通の指針
③別添3.AI開発者向け

別添4.AI提供者向け
別添5.AI利用者向け

【更新内容の詳細】
①生成AIによる便益を追加

2-3. 生成AIに関する記載の追加
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2. 令和６年度の更新内容

【更新内容の詳細】
②生成AIによるリスクを追加

2-3. 生成AIに関する記載の追加

※主たる更新箇所を抜粋して表示

…

…
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2. 令和６年度の更新内容 2-3. 生成AIに関する記載の追加

※主たる更新箇所を抜粋して表示

【更新内容の詳細】
③生成AIに関して配慮すべき事項を追加
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2. 令和６年度の更新内容

• AI事業者ガイドラインを活用し、グローバルなAIガバナンスを構築している企業の事例として「NTT DATA」の
事例を新たに追加する

2-4. AIガバナンスに関する事例の拡充

【更新内容】

NTT DATAの取組事例をコラムとして追加

・ AIガバナンス体制の整備
AIリスク管理を所掌する専任組織としてAIガバナンス室を設置
グループ各社にAIリスク関連窓口を設置し連携体制を構築

・ AIガバナンス基盤の整備
NTTデータグループAI指針、AIリスクマネジメントポリシー、社内
規定、生成AI利用ガイドラインの整備

・ リスクチェックの実装
リスクの評価と対応支援の2つのステップで実装

・ 社員トレーニング
AIリスクマネジメントやAI開発プロセスに関わる教育コンテンツを
作成し社員に提供

【更新箇所】
別添2.「第2部E.AIガバナンスの構築」関連

B.AIガバナンスの構築に関する実際の取組事例

【更新内容の詳細】
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2. 令和６年度の更新内容

• 多様なステークホルダーにおける取組事例の参考として、「中小・スタートアップ企業」の事例を追加する

2-4. AIガバナンスに関する事例の拡充

【更新内容】
Ubie株式会社の取組事例をコラムとして追加

① AIガバナンス体制と取組
人的資源が限定的である中で、目まぐるしい変化に対応
するための利活用推進組織とリスク評価組織の連携を
中心としたガバナンス体制構築

② 具体的なリスク対応の例示
リスク評価における観点や主体
AI提供者として留意している事柄

③ 業界団体との連携による情報取得、ルール策定への関
与
業界団体を通じて、多様な企業と生成AIに関する最新
情報の共有・政策動向をキャッチアップ

業界のガイドライン策定への関与

【更新箇所】
別添2.「第2部E.AIガバナンスの構築」関連

B.AIガバナンスの構築に関する実際の取組事例

【更新内容の詳細】
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2. 令和６年度の更新内容

• 多様なステークホルダーにおける取組事例の参考として、 「地方自治体」の事例を追加する

2-4. AIガバナンスに関する事例の拡充

【更新内容】
神戸市の取組事例をコラムとして追加

AIの利活用を推進するために条例を整備
AI条例に基づいた、AIの活用などに関する指針を策定
AI活用の評価を行う際、10個のリスクアセスメント項目
を基に、リスクの大小（市民への影響を及ぼすかどうか）
を考慮したリスク評価を実施

市職員の生成AIを利活用を進めるために、「神戸市生
成AIの利用ガイドライン」を策定

条例やガイドライン等の理解浸透の実施

【更新箇所】
別添2.「第2部E.AIガバナンスの構築」関連

B.AIガバナンスの構築に関する実際の取組事例

【更新内容の詳細】
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2. 令和６年度の更新内容

• 事業者から「リスクベースアプローチ」に関する課題が寄せられたことから、ヒアリング等を通じて得られた
「リスクベースアプローチ」の対応を「実践例」や「実践のポイント」に追加する

【更新内容】
① リスクベースアプローチに関する実践例を追加
 リスクベースアプローチの考え方として、透明性の確保、公
平性の確保、信頼性の確保、AI利用の公表、知的財産
の保護、その他の計6つの検討項目を定め、各検討項目に
おいて、潜在的なリスクと、その潜在的リスクに対するコント
ロール手法（最低限の対処）の評価を行う事例を追加

② リスクベースアプローチに関する実践のポイントを追加
ユースケース、サービスまたは製品ごとに適切なレベルの管
理を実施する点を追加

【更新箇所】
別添2.「第2部E.AIガバナンスの構築」関連

A.経営層によるAIガバナンスの構築及びモニタリング

【更新内容の詳細】

2-4. AIガバナンスに関する事例の拡充
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2. 令和６年度の更新内容

• 事業者から「人材不足」に関する課題が寄せられたことから、ヒアリングを通じて得られた「人材不足」に関する
対応を「実践のポイント」に追加する

【更新内容】
人材不足への対応策の追加

 AIマネジメントシステムの適切な運用に必要な人材・スキ
ルを定義し確保

 AIに関する協会・団体等を通じて収集した事例やベストプ
ラクティス等の社内教育への活用

【更新箇所】
別添2.「第2部E.AIガバナンスの構築」 関連

A.経営層によるAIガバナンスの構築及びモニタリング

【更新内容の詳細】

2-4. AIガバナンスに関する事例の拡充
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2. 令和６年度の更新内容

• AI制度研究会等の国内動向や、広島AIプロセス等の国際動向において、注視するべき最新状況を追
記する

【更新内容】
主に以下のトピックを追加
＜国内＞
① AI戦略会議・AI制度研究会 中間とりまとめ
② 内閣府「消費者をエンパワーするデジタル技術に関する専
門調査会」報告書

③ 文化庁「AI と著作権に関する考え方について」
④ 個人情報保護委員会
「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直しに係る検討」

⑤ デジタル庁「AI時代における自動運転車の社会的ルール
の在り方検討サブワーキンググループ」

⑥ 経済産業省「コンテンツ制作のための生成AI利活用ガイ
ドブック」

⑦ 文部科学省「初等中等教育段階における生成AIの利
活用に関するガイドライン」

＜国際＞
⑧ 広島AIプロセス
⑨ EUの「AI法（Artificial Intelligence Act）」

【主な更新箇所】
①、➁：本編 はじめに
③、➃、➄、➅、⑧、⑨：本編第2部 C.共通の指針
⑦：別添2.「第2部 E.ガバナンスの構築」関連
⑧：別添3.AI開発者向け

【更新内容の詳細】
➀AI戦略会議・AI制度研究会 中間とりまとめ

2-5. AIガバナンスの動向等の反映

※本編 はじめに 脚注9

➁内閣府「消費者をエンパワーするデジタル技術に関する
専門調査会」報告書

※本編 はじめに 脚注2

※本編 共通の指針 脚注24

③文化庁「AI と著作権に関する考え方について」
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2. 令和６年度の更新内容 2-5. AIガバナンスの動向等の反映

【更新内容の詳細】

⑥経済産業省「コンテンツ制作のための生成AI利活用
ガイドブック」

※本編 共通の指針 脚注37

⑤デジタル庁「AI時代における自動運転車の社会的
ルールの在り方検討サブワーキンググループ」

※本編 共通の指針 脚注30

④個人情報保護委員会
「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直しに係る検討」

※本編 共通の指針 脚注33

⑦文部科学省「初等中等教育段階における生成AIの
利活用に関するガイドライン」

※別添2. 「第2部 E.ガバナンスの構築」関連

⑨EU AI法

※本編 共通の指針

※別添3. AI開発者向け

⑧広島AIプロセス

※本編 共通の指針 脚注33
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• 経営層のAIガバナンスの管理・監督責任が問われる可能性があることにも留意するため、経営層の取組の
補足として、脚注を追加する

【更新内容】
経営層へのAIガバナンスの取組の追加

経営層のAIガバナンスの管理・監督責任が問われる場合
があることにも留意

【更新箇所】
別添2.「第2部E.AIガバナンスの構築」 関連

A.経営層によるAIガバナンスの構築及びモニタリング

【更新内容の詳細】

2-5. AIガバナンスの動向等の反映2. 令和６年度の更新内容
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2. 令和６年度の更新内容

• 「バイアス」「多様性・包摂性」「透明性」など、AIガバナンスにおいて重要な単語の定義や表現を見直す

【更新内容】
以下の単語の定義・表現を見直し

① 「バイアス」の定義・表現の見直し
ガイドラインにおける「バイアス」の定義を記載するとともに、
「～なバイアス」「○○的バイアス」などの表現を見直し、明
確化

② 「多様性・包摂性」の定義・表現の見直し
ガイドライン内の「多様性」や「包摂性」という用語を「多様
性・包摂性」に統一（表現の揺れの修正）

③ 「透明性」の定義・表現の見直し
EU AI法の定義を参考として追加
諸外国の開示対象者や開示主体、開示目的が異なる等、
「透明性」の確保にあたっての留意点を追加

【主な更新箇所】
①本編第2部 C.共通の指針

別添3.AI開発者向け
②本編第2部 C.共通の指針
③本編第2部 C.共通の指針

【更新内容の詳細】
①「バイアス」の定義・表現の見直し

2-6. 特定単語の整理・見直し

※主たる更新箇所を抜粋して表示
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2. 令和６年度の更新内容 2-6. 特定単語の整理・見直し

【更新内容の詳細】
③「透明性」の定義・表現の見直し

【更新内容の詳細】
②「多様性・包摂性」の定義・表現の見直し ※主たる更新箇所を抜粋して表示
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